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○議長（茅沼隆文） 

 それでは、再開いたします。 

午後 １時３０分 

○議長（茅沼隆文） 

なお、本日午前中に一般会計の説明を終了しておりますので、本日午後の特別会計

の説明には関係する方々のみの出席を求めており、それ以外の方々の出席を求めてお

りませんので、ご承知おきください。 

それでは、日程第２ 認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）の

細部説明を担当課長に求めます。 

保険健康課長。 

○保険健康課長（亀井知之） 

それでは、読み上げます。 

認定第２号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度開成町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

平成２７年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

決算書の１６５ページをご覧いただきたいと思います。１６５ページでございます。 

国民健康保険特別会計歳入歳出決算総額。 

歳入、歳入予算現額１６億５，７５８万５，０００円、歳入決算額１６億７，２９

９万５，１３３円。歳出、歳出予算現額１６億５，７５８万５，０００円、歳出決算

額１５億４，７７５万４，０５２円。歳入歳出差引額１億２，５２４万１，０８１円、

うち基金繰入額０円。 

平成２７年９月４日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次のページをお開きください。 

平成２６年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書、歳入でございます。１款の国

民健康保険税から１１款諸収入まで。続いて、１７０ページをお開きいただいて、歳

出、１款の総務費から１７２ページの１１款予備費まででございます。歳入歳出差引

残額は、１億２，５２４万１，０８１円となります。 

では、詳細を説明させていただきます。決算書の説明資料３４０ページ、３４１ペ

ージをお開き願います。 

まず、歳入でございます。２６年度の歳入決算額合計は、１６億７，２９９万５，

０００円でございます。２５年度は１６億８，７５５万４，０００円でございますの

で、１，４５５万９，０００円、０．９％の減になっております。２５年度は前年度

比、２４年度比ですが、プラス２．４％でございますので、やや減少している状況に

あります。 

次に歳出ですが、２６年度の歳出決算額合計は１５億４，７７５万４，０００円、

２５年度が１６億７０万４，０００円ですので、５，２９５万円、マイナス３．３％
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となります。２５年度は前年度比プラス１．９％でございましたので、２６年度は歳

入歳出ともに減少しているということになります。 

その要因でございますが、歳出においては、一つは被保険者数が減少していること、

また、もう一つは医療費の伸びが抑えられたことにより療養給付費が減少しているこ

とによるものと考えられます。この結果、見合いの歳入においても昨年度より減少し

ているということでございます。 

歳入の科目ごとに見てまいりますが、構成比の高いものを簡単にご説明しますと、

２５年度に保険税を改定しました国民健康保険税については構成比として２３．２％、

決算額３億８，８８９万５，０００円で、２５年度との比較では、構成比では０．３％

の減となっております。 

次に、３番目の国庫支出金でございますが、構成比で申し上げると昨年度より１．

７％の減となっております。 

次に、５の前期高齢者交付金ですが、決算額が５億３，３１０万７，０００円で構

成比で見ますと３１．９％、昨年度より２．５％の増となっております。 

次に、９の繰入金でございます。決算額１億３，３４５万６，０００円で構成比で

８．０％、昨年度より０．４％の増となっております。 

続いて、下の歳出でございます。２６年度の構成比として一番多いのは、２番目の

保険給付費になります。１０億４，５２１万６，０００円で、構成比は６７．５％に

なります。昨年度比較ではマイナス４，８５３万６，０００円、比率では０．８％の

減となっております。 

次の３、後期高齢者支援金等ですが、２６年度は２億８７８万１，０００円で構成

比１３．５％、昨年度比ではマイナス１９２万３，０００円、構成比で見ますと逆に

０．３％の増となってございます。 

次に、６の介護納付金です。８，４６３万円で構成比では５．４％、昨年度比で１

０８万１，０００円の減、構成比でも逆に０．１％の増となります。 

全体的に見ますと、保険給付費、後期高齢者支援金等、あるいは介護納付金、いず

れも減少しておりまして、トータルでも３．３％の支出減ということになり、対象者

の医療費の減少の結果と考えているところでございます。 

その被保険者の状況ですが、３４１ページの下の経理関係諸比率をご覧いただきた

いと思いますが、平均世帯数は２，２７６世帯、昨年度より３４世帯減少しておりま

す。また、平均被保険者数は３，９９３人で、昨年度より７７人減少しております。 

こちらは年間の平均の世帯数と被保険者数ですけれども、２６年度末の世帯数と被

保険者数は３４３ページの下の表をご覧いただきたいと思います。参考ということで

記載しておりますけれども、平成２７年３月３１日現在の加入世帯数は２，２３９世

帯、前年度比マイナス４２世帯となっております。うち退職被保険者世帯数は１５７

世帯で、前年度比マイナス４７世帯でございます。一般については、差し引いて２，

０８２世帯となり、前年度比プラス５世帯ということになります。 

続いて被保険者数ですが、２７年３月３１日現在の被保険者数は３，８９２人で、
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前年度マイナス１４１人、うち退職被保険者数は２２３人でマイナス７７人、一般被

保険者数は差し引いて３，６６９人、前年度に比べましてマイナス６４人でございま

す。このように一般の世帯数は若干増加しておりますけれども、被保険者数は減少し

ている状況にございます。なお、２６年度末の被保険者数の加入率は２３．３％でご

ざいます。昨年度が２４．２％ですのでマイナス０．９％となりまして、国保の加入

者が減少している状況がおわかりいただけるかと思います。 

続いて、３４１ページにお戻りいただきまして、一番上の表、保険税の状況でござ

います。現年課税分は、調定額３億９，７５９万２，０００円に対して収入額は３億

７，４１６万８，０００円、収納率９４．１％になります。昨年は９３．７％でござ

いますので、プラス０．４％でございます。次の滞納繰越分は、調定額１億１６２万

３，０００円に対し収入額は１，４７２万７，０００円で、収納率１４．５％でござ

います。昨年は１５．６％ですので、マイナス１．１％と減少しております。合計で

は、調定額４億９，９２１万５，０００円、収入額は３億８，８８９万５，０００円

で収納率７７．９％、前年度７８．４％ですのでマイナス０．５％になります。 

続いて、所得割と資産割の応能分ですが、課税総額は記載のとおりでございますが、

構成比を見ますと所得割が４３．５％、資産割が１３．５％となりますので、応能分

合計で５７％、昨年度が５６．７％ですのでプラス０．３％ということになります。 

次の被保険者均等割は２５．８％、世帯別の平等割は１７．２％ですので、応益分

の合計は４３％でございます。 

続いて、中央の表、医療給付の状況ですが、療養費、高額療養費、葬祭費等につい

て、件数、費用額を記載しております。療養の給付件数、費用ともに、昨年より減少

している状況でございます。 

続きまして、説明資料のほうで詳細にご説明をしたいと思いますので、説明資料の

６２ページ、６３ページをお開き願いたいと思います。なお、経常的なものや少額の

ものについては省略をさせていただきたいと存じます。 

まず、国民健康保険税でございます。一般被保険者国民健康保険税でございます。

一番上の一般の医療給付分の現年度の収納率は９３．８３％、昨年度比プラス０．４

３％でございます。 

次の一般の後期高齢者支援金分の現年度分は、昨年度比プラス０．２８％、その次

の介護給付金分の現年度分は、プラス１．１２％となっております。 

次に、滞納繰越分でございます。一般の医療給付分についてはマイナス１．８％、

次の介護納付金分についてはマイナス０．６６％、次の後期高齢者支援金分はマイナ

ス２．１１％となります。 

なお、退職の現年度分、滞納繰越分につきましては、記載のとおりでございますの

で、説明は省略させていただきたいと存じます。 

次の使用料及び手数料、督促手数料は省略させていただきまして、国庫支出金の国

庫負担金でございます。現年度分の療養給付費負担金ですが、一般被保険者に係る療

養の給付、療養費、高額療養費等及び介護納付金の納付に要する費用に対し、国が１
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００分の３２を負担するものです。昨年度比、マイナス１７．７％になります。 

次の拠出金負担金ですが、老人医療費拠出金及び後期高齢者支援金等の納付に要す

る費用に対し、国が１００分の３２を負担するものでございます。前年度比、プラス

０．６％となっております。 

次に、高額医療費共同事業負担金です。高額医療費共同事業拠出金２，３８９万１，

０００円に対する国の４分の１の負担分でございます。 

次に、特定健康診査等負担金でございます。特定健康診査等事業の補助基準額５９

２万４，０００円に対し、国３分の１の負担分でございます。 

次に、国庫補助金、財政調整交付金、普通調整交付金でございます。国から財政需

要及び財政収入におきまして、調整対象需要額が調整対象収入額を超えるときに交付

されるものでございます。 

次の特別調整交付金は、臓器提供パンフレット、ジェネリック医薬品パンフレット

等、特別な事情により支出を行ったことに対し国から交付されるものでございます。 

次の療養給付費等交付金、退職者医療費交付金ですが、退職被保険者の医療給付費

について、退職被保険者等による保険税を除いた額を社会保険診療報酬支払基金から

交付されるものでございます。 

一番下の前年度精算金は省略させていただいて、次のページ、６４、６５をお開き

ください。 

前期高齢者交付金でございます。これは、６５歳から７４歳までの前期高齢者の全

国平均加入割合よりも加入割合が高い保険者に対して、社会保険診療報酬支払基金か

ら交付されるものでございます。 

次に、県支出金、県負担金、高額医療費共同事業負担金です。これは、高額医療費

共同事業拠出金２，３８９万１，０００円に対する県の４分の１の負担分となります。 

次の特定健康診査等負担金は、事業補助基準額５９２万４，０００円に対する県の

３分の１の負担金でございます。 

次に、県補助金、財政調整交付金、普通調整交付金です。一般被保険者に係る療養

給付費等負担金の算定額の１００分の８相当分で、こちらは前年度比でマイナス３．

４％となっております。 

次の特別調整交付金ですが、県から収納率の向上、医療費の適正化、適用適正化、

財政健全化メニューに規定された特別な事業を町が実施した実績に基づき交付され

るものでございます。こちらは前年度比でプラス２９．６％と、大幅に増加をしてお

ります。 

続いて、共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金でございます。交付基準額８

０万円を超える医療費を対象に、県の国民健康保険団体連合会から２分の１が交付さ

れるものでございます。 

次の保険財政共同安定化事業交付金ですが、３０万円を超える医療費の一定部分が

交付対象となるもので、交付基準額の１００分の５９が国民健康保険団体連合会から

交付されております。 
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続いて、繰入金、他会計繰入金になります。一般会計繰入金のうち保険基盤安定繰

入金保険税軽減分は、国民健康保険税の被保険者の保険税負担を軽減するために、税

軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて町に国・県から補填された分を一般会

計から国民健康保険特別会計に繰り入れるものでございます。前年度比で１９．２％、

金額では５７１万９，２８６円の増となっております。 

次の保険基盤安定繰入金保険者支援分ですが、国民健康保険税の被保険者の保険税

負担を軽減するため、低所得者を多く抱える市町村に対し支援された分を一般会計か

ら特別会計に繰り入れているもので、こちらも前年度比３１．３％の増となっており

ます。 

一つ置きまして、出産育児一時金等繰入金です。出産育児一時金の３分の２に当た

る額を一般会計から繰り入れております。 

次に、財政安定化支援事業繰入金です。所得が少ない被保険者が多く居住するとの

理由で国保財政に影響のある市町村について、国保財政の安定化及び保険税負担の平

準化のため、一般会計から国保特会に繰り入れたものでございます。 

次のその他一般会計繰入金ですが、医療費の増大に対応するために一般会計から特

別会計のほうに繰り入れるもので、いわゆる法定外の繰入金となっております。昨年

度比ではマイナス１１．５％、金額で申し上げて７３３万６，５４０円の減となって

おります。 

以下、繰越金等は省略をさせていただきたいと存じます。 

次のページ、６６、６７をお開きください。 

歳出でございます。総務費の一般管理費でございます。国保運営に必要な書籍等の

購入、電算共同処理経費、レセプト点検員の賃金等を支出している経費でございます。 

次に、連合会負担金です。神奈川県国民健康保険団体連合会に対する負担金を拠出

しております。 

次の賦課徴収費でございますが、６月に賦課決定をしている納税通知書の印刷・送

付及び収納処理を行う経費でございます。 

一つ飛ばせていただいて、保険給付費になります。療養諸費、一般被保険者療養給

付費です。一般被保険者に対しての療養の給付を行う経費でございます。被保険者の

受診件数でございますが、６万６，２９３件、前年と比べて０．３％の伸び、金額で

は逆に２，３８３万７，６９１円の減となっております。 

その下の退職分ですが、退職被保険者に対して給付を行っているもので、５，０８

０件が対象となっております。 

続いて、一般被保険者療養費支払事業費です。一般被保険者に対して医療費の償還

払いや柔道整復師の療養費用額の療養費給付を行っております。件数は９７８件でご

ざいます。 

また、その下の退職分は８５件でございます。 

一つ置きまして、一般被保険者高額療養費支払事業費です。こちらは、一般被保険

者の医療費の自己負担分について、月単位で一定の限度額を超えた場合に、その超え
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た分についての現金給付を行うものです。件数は１，６７４件、前年と比べて３．４％

の増、金額ではマイナス７．７％、７４０万７，９８８円の減となっております。 

次の退職分は、１００件の支払いを行っております。 

一つ置きまして、出産育児一時金支給事業費です。これは、被保険者が出産した１

１人に対して、一時金を１人当たり４２万円を限度に支払いをするものでございます。

昨年は１５人でしたので、若干減少している状況です。 

一つ置いて、葬祭費支給事業費です。被保険者が亡くなられた際、葬儀を行った方

に対して１件７万円、２５名分を支給しております。昨年は２７人でございましたの

で、若干減少という状況です。 

次の後期高齢者支援金等でございますが、後期高齢者医療広域連合が運営する後期

高齢者医療制度の保険給付費等に充てるために保険者が加入者に応じて拠出金を負

担するものでございまして、こちらは前年と比べて０．９％の減となっております。 

次の前期高齢者納付金ですが、６５歳から７４歳までの前期高齢者が国民健康保険

に多く加入していることから、負担の不均衡を調整するために各医療保険者が加入者

に応じて負担を行うものでございます。こちらは、昨年度比でマイナス２４．３％と

なっております。 

一つ置きまして、介護納付金納付事業費です。介護保険制度を円滑に運営するため、

国民健康保険の保険者としての納付金の拠出を行っているものでございます。昨年度

比、マイナス１．２％になっております。 

その下の共同事業拠出金、高額医療費拠出金支給事業費でございます。高額医療費

の支払いによる保険者の財政負担の緩和を図るために、保険者間の相互共済を目的と

して国民健康保険団体連合会へ拠出金を支払うものでございます。 

一つ置いて、保険財政共同安定化事業拠出金支給事業費でございます。県内の市町

村国保間の保険税の平準化、財政の安定化を図るために、３０万円を超える医療費に

ついて国民健康保険団体連合会へ拠出金の支払いを行っております。 

次のページをお開きください。 

保健事業費、特定健康診査等事業費でございます。４０歳から７５歳未満の被保険

者に対して、特定健康診査、特定保健指導を行うための経費でございます。平成２６

年度特定健康診査の受診状況でございますが、人間ドックを含めて１，０３４名で、

受診率は３７．８％でございました。昨年度は３５．９％でございますので、プラス

１．９％となっております。 

次に、保健普及費です。医療費適正化事業として、医療費の費用額等について年に

４回、通知をしております。また、１６２人に対して人間ドックの助成を行いました。

さらに、ジェネリック医薬品の活用に関するパンフレット等を購入して周知に努めて

いるところでございます。 

次の諸支出金につきましては、還付、精算、基金への積み立て等、資料記載のとお

りでございますので、省略をさせていただきたいと存じます。 

最後に、決算書に戻っていただきまして、１９８ページをお開きいただきたいと思
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います。決算書１９８ページ、実質収支に関する調書でございます。 

区分、金額でございますが、１、歳入総額１６億７，２９９万５，０００円。２、

歳出総額１５億４，７７５万４，０００円。３、歳入歳出差引額１億２，５２４万１，

０００円。４、翌年度へ繰り越すべき財源は０です。５、実質収支額は１億２，５２

４万１，０００円となります。 

ご説明は以上になります。 

 


